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（１）検討条項 

○放送法（昭和二十五年法律第百三十二号） （抄） 

附則（平成十九年法律第百三十六号） 

第十二条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新放送法の施行状況

、社会経済情勢の変化等を勘案し、新放送法第二十条第一項第五号に規定する協会国際

衛星放送、新放送法第百四十七条第一項に規定する有料放送、新放送法第百五十二条第

一項に規定する有料放送管理業務、新放送法第九十八条第二項に規定する認定基幹放送

事業者の地位の承継及び新放送法第百六十条に規定する認定放送持株会社に係る制度に

ついて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ず

るものとする。 

２ （略） 
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（２）国際放送関係 

（定義） 

第二条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うも

のとする。 

一～四 （略） 

五 「国際放送」とは、外国において受信されることを目的とする放送であつて、中継

国際放送及び協会国際衛星放送以外のものをいう。 

六 「邦人向け国際放送」とは、国際放送のうち、邦人向けの放送番組の放送をするも

のをいう。 

七 「外国人向け国際放送」とは、国際放送のうち、外国人向けの放送番組の放送をす

るものをいう。 

八 （略） 

九 「協会国際衛星放送」とは、日本放送協会（以下「協会」という。）により外国に

おいて受信されることを目的として基幹放送局（基幹放送をする無線局をいう。以下

同じ。）又は外国の放送局を用いて行われる放送（人工衛星の放送局を用いて行われ

るものに限る。）をいう。 

十 「邦人向け協会国際衛星放送」とは、協会国際衛星放送のうち、邦人向けの放送番

組の放送をするものをいう。 

十一 「外国人向け協会国際衛星放送」とは、協会国際衛星放送のうち、外国人向けの

放送番組の放送をするものをいう。 

十二～二十九 （略） 

 

（目的） 

第十五条 協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊

かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送（国内放送である基幹放送をいう。以下

同じ。）を行うとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて

国際放送及び協会国際衛星放送を行うことを目的とする。 

 
（業務） 

第二十条 協会は、第十五条の目的を達成するため、次の業務を行う。 

一 次に掲げる放送による国内基幹放送（特定地上基幹放送局を用いて行われるものに

限る。）を行うこと。 

イ 中波放送 

ロ 超短波放送 

ハ テレビジョン放送 

二 テレビジョン放送による国内基幹放送（電波法の規定により協会以外の者が受けた

免許に係る基幹放送局を用いて行われる衛星基幹放送に限る。）を行うこと。 

三 放送及びその受信の進歩発達に必要な調査研究を行うこと。 

四 邦人向け国際放送及び外国人向け国際放送を行うこと。 
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五 邦人向け協会国際衛星放送及び外国人向け協会国際衛星放送を行うこと。 

２ 協会は、前項の業務のほか、第十五条の目的を達成するため、次の業務を行うことが

できる。 

一 前項第四号の国際放送の放送番組の外国における送信を外国放送事業者に係る放送

局を用いて行う場合に必要と認めるときにおいて、当該外国放送事業者との間の協定

に基づき基幹放送局をその者に係る中継国際放送の業務の用に供すること。 

二 協会が放送した放送番組及びその編集上必要な資料（これらを編集したものを含む

。次号において「既放送番組等」という。）を電気通信回線を通じて一般の利用に供

すること（放送に該当するものを除く。）。 

三 既放送番組等を、放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供する事業を行う

者に提供すること。 

四 放送番組及びその編集上必要な資料を外国放送事業者に提供すること（前号に掲げ

るものを除く。）。 

五 前項の業務に附帯する業務を行うこと（前各号に掲げるものを除く。）。 

六 多重放送を行おうとする者に放送設備を賃貸すること。 

七 委託により、放送及びその受信の進歩発達に寄与する調査研究、放送設備の設計そ

の他の技術援助並びに放送に従事する者の養成を行うこと。 

八 前各号に掲げるもののほか、放送及びその受信の進歩発達に特に必要な業務を行う

こと。 

３ 協会は、前二項の業務のほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、

次の業務を行うことができる。 

一 協会の保有する施設又は設備（協会がその所有する土地についてした信託の終了に

より取得したものを含む。）を一般の利用に供し、又は賃貸すること。 

二 委託により、放送番組等を制作する業務その他の協会が前二項の業務を行うために

保有する設備又は技術を活用して行う業務であつて、協会が行うことが適切であると

認められるものを行うこと。 

４～６ （略） 

７ 協会は、外国人向け協会国際衛星放送を行うに当たつては、その全部又は一部をテレ

ビジョン放送によるものとしなければならない。 

８・９ （略） 

１０ 協会は、第二項第八号又は第三項の業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を

受けなければならない。 

１１ （略） 

 
（外国人向け協会国際衛星放送の業務の方法） 

第二十一条 協会は、テレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送の業務を円滑

に遂行するため、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、次に掲げる

業務を行うことを主たる目的とする会社を一に限り子会社（協会がその総株主の議決権

の過半数を有する株式会社その他の協会がその経営を支配している法人として総務省令

で定めるものをいう。以下この章及び第百九十一条第二項において同じ。）として保有
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しなければならない。 

一 協会の委託を受けてテレビジョン放送による外国人向け放送番組を制作すること。 

二 協会の委託を受けて、電波法の規定により基幹放送局の免許を受けた協会以外の者

又は外国の放送局を運用する者に対し、その放送局を協会が行うテレビジョン放送に

よる外国人向け協会国際衛星放送の業務の用に供させること。 

２ 協会は、テレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送の業務を行うに当たつ

ては、当該業務を円滑に遂行できるようにするために協会が定める基準に従い、当該業

務の一部を前項に規定する子会社に委託しなければならない。 

３ 協会は、前項の基準を定めたときは、遅滞なく、その基準を総務大臣に届け出なけれ

ばならない。これを変更したときも、同様とする。 

 

（協会国際衛星放送の実施） 

第二十五条 協会は、外国の放送局を用いて協会国際衛星放送を開始したときは、遅滞な

く、放送区域、放送事項その他総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければなら

ない。これらの事項を変更したときも、同様とする。 

 

第二十六条 協会は、第二十条第七項の規定によるテレビジョン放送による外国人向け協

会国際衛星放送（第二十一条第二項の規定による子会社への放送番組の制作の委託を含

む。）を行うに当たり、当該放送を実施するため特に必要があると認めるときは、協会

以外の基幹放送事業者（放送大学学園法（平成十四年法律第百五十六号）第三条に規定

する放送大学学園（以下「学園」という。）を除く。第三項において同じ。）に対し、

協会が定める基準及び方法に従つて、放送番組の編集上必要な資料の提供その他必要な

協力を求めることができる。 

２ 協会は、前項に規定する基準及び方法を定め、又はこれらを変更しようとするときは

、第八十二条第一項に規定する国際放送番組審議会に諮問しなければならない。 

３ 前項の国際放送番組審議会は、同項の規定により諮問を受けた場合には、協会以外の

基幹放送事業者の意見を聴かなければならない。 

４ 協会は、第一項に規定する基準及び方法を定めたときは、遅滞なく、その基準及び方

法を総務大臣に届け出なければならない。これらを変更した場合も、同様とする。 

 

（国際放送の実施の要請等） 

第六十五条 総務大臣は、協会に対し、放送区域、放送事項（邦人の生命、身体及び財産

の保護に係る事項、国の重要な政策に係る事項、国の文化、伝統及び社会経済に係る重

要事項その他の国の重要事項に係るものに限る。）その他必要な事項を指定して国際放

送又は協会国際衛星放送を行うことを要請することができる。 

２ 総務大臣は、前項の要請をする場合には、協会の放送番組の編集の自由に配慮しなけ

ればならない。 

３ 協会は、総務大臣から第一項の要請があつたときは、これに応じるよう努めるものと

する。 

４・５ （略） 
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（国際放送等の費用負担） 

第六十七条 第六十五条第一項の要請に応じて協会が行う国際放送又は協会国際衛星放送

に要する費用及び前条第一項の命令を受けて協会が行う研究に要する費用は、国の負担

とする。 

２ 第六十五条第一項の要請及び前条第一項の命令は、前項の規定により国が負担する金

額が国会の議決を経た予算の金額を超えない範囲内でしなければならない。 

 

（放送番組の編集等） 

第八十一条 （略） 

２・３ （略） 

４ 協会は、邦人向け国際放送若しくは邦人向け協会国際衛星放送の放送番組の編集及び

放送又は外国放送事業者に提供する邦人向けの放送番組の編集に当たつては、海外同胞

向けの適切な報道番組及び娯楽番組を有するようにしなければならない。 

５ 協会は、外国人向け国際放送若しくは外国人向け協会国際衛星放送の放送番組の編集

及び放送又は外国放送事業者に提供する外国人向けの放送番組の編集に当たつては、我

が国の文化、産業その他の事情を紹介して我が国に対する正しい認識を培い、及び普及

すること等によつて国際親善の増進及び外国との経済交流の発展に資するようにしなけ

ればならない。 

６ 第五条第一項、第六条、第八条から第十一条まで、第十三条、第百十条、第百七十四

条及び第百七十五条の規定は、協会が外国の放送局を用いて国際放送又は協会国際衛星

放送を行う場合について準用する。 
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（３）認定放送持株会社制度関係 

（定義等） 

第百五十八条 この章において「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権（総株主又

は総出資者の議決権（株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる

事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社

法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての

議決権を含む。以下この条及び第百六十四条第一項において同じ。）をいう。以下この

条において同じ。）の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社をいう。この場合

において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の

子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当

該会社の子会社とみなす。 

２ 前項の場合において、会社が保有する議決権には、社債等振替法第百四十七条第一項

又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決

権を含むものとする。 

 

（認定） 

第百五十九条 二以上の基幹放送事業者（当該二以上の基幹放送事業者に一以上の地上基

幹放送の業務を行う者が含まれる場合に限る。以下この条、次条第一号並びに第百六十

六条第二項第一号及び第二号において同じ。）をその子会社とし、若しくはしようとす

る会社又は二以上の基幹放送事業者をその子会社とする会社を設立しようとする者は、

総務大臣の認定を受けることができる。 

２ 総務大臣は、前項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときで

なければ、同項の認定をしてはならない。 

一 当該認定の申請をした会社又は当該認定を受けて設立される会社（以下この条にお

いて「申請対象会社」という。）が株式会社であること。 

二 申請対象会社が、基幹放送事業者でないこと。 

三 申請対象会社の子会社（子会社となる会社を含む。以下この条において同じ。）で

ある基幹放送事業者（これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。）の株

式の取得価額（最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額）

の合計額の当該申請対象会社の総資産の額（総務省令で定める方法による資産の合計

金額をいう。）に対する割合が、常時、百分の五十を超えることが確実であると見込

まれること。 

四 申請対象会社及びその子会社の収支の見込みが良好であること。 

五 申請対象会社が、次のイからヌまでのいずれにも該当しないこと。 

イ （１）若しくは（２）に掲げる者が業務を執行する役員である株式会社又は（１

）から（３）までに掲げる者がその議決権の五分の一以上を占める株式会社 

（１） 日本の国籍を有しない人 

（２） 外国政府又はその代表者 

（３） 外国の法人又は団体 
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ロ （１）に掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者により（２

）に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合

とを合計した割合がその議決権の五分の一以上を占める株式会社（イに該当する場

合を除く。） 

（１） イ（１）から（３）までに掲げる者 

（２） （１）に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める

割合以上である法人又は団体 

ハ この法律又は電波法に規定する罪を犯し罰金の刑に処せられ、その執行を終わり

、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない株式会社 

ニ 第百三条第一項又は第百四条（第五号を除く。）の規定により認定の取消しを受

け、その取消しの日から二年を経過しない者 

ホ 第百三十一条の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過

しない者 

ヘ 第百六十六条第一項（第二号を除く。）又は第二項の規定により認定の取消しを

受け、その取消しの日から二年を経過しない者 

ト 電波法第七十五条第一項又は第七十六条第四項（第四号を除く。）若しくは第五

項（第五号を除く。）の規定により免許の取消しを受け、その取消しの日から二年

を経過しない者 

チ 電波法第二十七条の十五第一項又は第二項（第三号を除く。）の規定により認定

の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 

リ 電波法第七十六条第六項（第三号を除く。）の規定により登録の取消しを受け、

その取消しの日から二年を経過しない者 

ヌ 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社 

（１） ハに規定する法律に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行

を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない

者 

（２） ニからリまでのいずれかに該当する者 

３ 第一項の認定を申請する者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記

載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 

一 認定を申請する者（認定を申請する者が申請対象会社である場合を除く。）の氏名

又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 

二 申請対象会社の名称及び住所並びに代表者の氏名 

三 申請対象会社の子会社である基幹放送事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名 

四 その他総務省令で定める事項 

４ 前項の申請書には、事業計画書その他総務省令で定める書類を添付しなければならな

い。 

 

（届出） 

第百六十条 前条第一項の認定を受けた会社又は認定を受けて設立された会社（以下「認

定放送持株会社」という。）は、次の各号のいずれかに該当するときは、総務省令で定
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めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 

一 二以上の基幹放送事業者を子会社として保有することとなつたとき（当該認定を

受けた際現に二以上の基幹放送事業者を子会社として保有する場合を除く。）。 

二 前条第三項第二号から第四号までに掲げる事項に変更があつたとき。 

 

（外国人等の取得した株式の取扱い） 

第百六十一条 金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして総務省

令で定める株式を発行している認定放送持株会社は、その株式を取得した外国人等（第

百五十九条第二項第五号イ（１）から（３）までに掲げる者又は同号ロ（２）に掲げる

者をいう。）からその氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受

けた場合において、その請求に応ずることにより同号イ又はロに定める株式会社に該当

することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒

むことができる。 

２ 第百十六条第二項、第三項及び第五項の規定は、認定放送持株会社について準用する

。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第百六十一条第一項」と、

「外国人等」とあるのは「第百六十一条第一項に規定する外国人等」と、「場合に欠格

事由」とあるのは「場合に第百五十九条第二項第五号イ又はロに定める株式会社」と、

「ときは、同項」とあるのは「ときは、社債等振替法第百五十二条第一項」と、「（欠

格事由」とあるのは「（同号イ又はロに定める株式会社」と、同条第三項中「前二項」

とあるのは「第百六十一条第一項及び同条第二項において準用する第百十六条第二項」

と、「第九十三条第一項第六号ホ（１）」とあるのは「第百五十九条第二項第五号ロ

（１）」と、「同号ホ（２）」とあるのは「同号ロ（２）」と、「株式会社である地上

基幹放送を行う認定基幹放送事業者」とあるのは「認定放送持株会社」と、「同号ホに

定める事由」とあるのは「同号ロに定める株式会社」と、「同号ホ（１）及び（２）」

とあるのは「同号ロ（１）及び（２）」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「第百

六十一条第一項」と、「外国人等」とあるのは「同項に規定する外国人等」と読み替え

るものとする。 

 

（基幹放送の業務の認定等の特例） 

第百六十二条 総務大臣が認定放送持株会社の子会社について第九十三条第一項の規定に

よる認定の審査を行う場合における同項第四号の規定の適用については、同号ただし書

中「当該業務に係る」とあるのは「認定放送持株会社の子会社であることの特性を勘案

しつつ、当該業務に係る」と、同号ハ中「ロに掲げる者」とあるのは「ロに掲げる者

（申請をした者がその子会社である場合における認定放送持株会社であつて総務省令で

定めるものを除く。）」とする。 

２ 総務大臣が認定放送持株会社の子会社について第百四条の規定による認定の取消しを

する場合における同条第三号の規定の適用については、同号中「第九十三条第一項第四

号」とあるのは、「第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第

一項第四号」とする。 

３ 総務大臣が認定放送持株会社の子会社について電波法第七条第二項の規定による審査
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を行う場合における同項第四号ロの規定の適用については、同号ロ中「放送法第九十三

条第一項第四号」とあるのは、「放送法第百六十二条第一項の規定により読み替えて適

用する同法第九十三条第一項第四号」とする。 

４ 総務大臣が認定放送持株会社の子会社について電波法第七十六条第四項の規定による

免許の取消しをする場合における同項第五号の規定の適用については、同号中「第七条

第二項第四号ロ」とあるのは、「放送法第百六十二条第一項の規定により読み替えて適

用する同法第九十三条第一項第四号」とする。 

 

（子会社の責務） 

第百六十三条 子会社地上基幹放送事業者（認定放送持株会社の子会社である地上基幹放

送の業務を行う基幹放送事業者をいう。）は、国内基幹放送の放送番組の編集に当たつ

ては、その放送対象地域における多様な放送番組に対する需要を満たすため、当該放送

対象地域向けに自らが制作する放送番組を有するように努めるものとする。 

 

（議決権の保有制限） 

第百六十四条 認定放送持株会社の株主名簿に記載され、又は記録されている一の者が有

する株式（その者と株式の所有関係その他の総務省令で定める特別の関係にある者であ

つて株主名簿に記載され、又は記録されているものが有する当該認定放送持株会社の株

式を含む。以下この項において「特定株式」という。）のすべてについて議決権を有す

ることとした場合にその者の有することとなる議決権の当該認定放送持株会社の総株主

の議決権に占める割合が保有基準割合を超えることとなるときは、特定株主（特定株式

のうち、その議決権の当該認定放送持株会社の総株主の議決権に占める割合が保有基準

割合を超えることとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有すること

となる株式以外の株式を有する株主をいう。）は、当該株式についての議決権を有しな

い。 

２ 前項の保有基準割合は、第九十一条第二項各号に掲げる事項を勘案して十分の一以上

三分の一未満の範囲内で総務省令で定める割合をいう。 

 

（承継） 

第百六十五条 認定放送持株会社がその事業の全部を譲渡し、又は認定放送持株会社が合

併若しくは会社分割（その事業の全部を承継させるものに限る。）をしたときは、当該

事業の全部を譲り受けた株式会社又は合併後存続する株式会社若しくは合併により設立

された株式会社若しくは会社分割により当該事業の全部を承継した株式会社は、総務大

臣の認可を受けて認定放送持株会社の地位を承継することができる。 

２ 第百五十九条第二項の規定は、前項の認可について準用する。 

 

（認定の取消し） 

第百六十六条 総務大臣は、認定放送持株会社が次の各号のいずれかに該当するときは、

その認定を取り消さなければならない。 

一 第百五十九条第二項第五号イからヌまで（ヘを除く。）のいずれかに該当するに至
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つたとき。 

二 認定放送持株会社から認定の取消しの申請があつたとき。 

２ 総務大臣は、認定放送持株会社が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を

取り消すことができる。 

一 認定を受けた日から六箇月以内に二以上の基幹放送事業者を子会社として保有する

株式会社とならなかつたとき。 

二 二以上の基幹放送事業者を子会社として保有する会社でなくなつたとき。 

三 不正な手段により認定を受けたとき。 

四 第百五十九条第二項各号（第五号を除く。）のいずれかに適合しなくなつたとき。 
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（４）その他 

①有料放送管理業務の制度化関係 

（有料放送管理業務の届出） 

第百五十二条 有料放送の役務の提供に関し、契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う

とともに、当該契約により設置された受信設備によらなければ当該有料放送の受信がで

きないようにすることを行う業務（以下「有料放送管理業務」という。）を行おうとす

る者（総務省令で定める数以上の有料放送事業者のために有料放送管理業務を行うもの

に限る。）は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添え

て、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 

二 業務の概要 

三 その他総務省令で定める事項 

２ 前項の規定による届出をした者（以下「有料放送管理事業者」という。）は、その届

出に係る事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なけ

ればならない。 

 

（承継） 

第百五十三条 有料放送管理事業者が有料放送管理業務を行う事業の全部を譲渡し、又は

有料放送管理事業者について相続、合併若しくは分割（有料放送管理業務を行う事業の

全部を承継させるものに限る。）があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は

相続人（相続人が二人以上ある場合において、その全員の協議により有料放送管理業務

を行う事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者）、合併後存続する法人若しく

は合併により設立された法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人は、当

該有料放送管理事業者の地位を承継する。 

２ 前項の規定により有料放送管理事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総

務大臣に届け出なければならない。 

 

（業務の廃止等の届出） 

第百五十四条 有料放送管理事業者は、有料放送管理業務を廃止したときは、遅滞なく、

その旨を総務大臣に届け出なければならない。 

２ 有料放送管理事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人

（解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人）は、遅滞なく、その

旨を総務大臣に届け出なければならない。 

 

（有料放送管理業務の実施に係る義務） 

第百五十五条 有料放送管理事業者は、有料放送管理業務（これに密接に関連する業務を

含む。）に関し、総務省令で定めるところにより、業務の実施方針の策定及び公表その

他の適正かつ確実な運営を確保するための措置を講じなければならない。 
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②認定基幹放送事業者の事業の譲渡に伴う地位の承継関係 

（承継） 

第九十八条 認定基幹放送事業者について相続があつたときは、その相続人は、認定基幹

放送事業者の地位を承継する。この場合においては、相続人は、遅滞なく、その事実を

証する書面を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 

２ 認定基幹放送事業者が基幹放送の業務を行う事業を譲渡し、又は認定基幹放送事業者

たる法人が合併若しくは分割（基幹放送の業務を行う事業を承継させるものに限る。）

をしたときは、当該事業を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設

立された法人若しくは分割により当該事業を承継した法人は、総務大臣の認可を受けて

認定基幹放送事業者の地位を承継することができる。 

３ 電波法第二十条第四項前段の規定の適用がある場合において、分割により地上基幹放

送の業務を行う事業を承継した法人は、総務大臣の認可を受けたときは、当該業務に係

る認定を受けたものとみなす。同項後段の規定の適用がある場合において、特定地上基

幹放送局の免許人が当該基幹放送局を譲渡し、譲受人が当該基幹放送局を譲渡人の地上

基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合における当該譲渡人について、又

は特定地上基幹放送局の免許人が地上基幹放送の業務を行う事業を譲渡し、その譲渡人

が当該基幹放送局を譲受人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合

における当該譲受人についても、同様とする。 

４～６ （略） 

 

 

③有料放送に関する規制緩和関係 

（有料基幹放送契約約款の届出・公表等） 

第百四十七条 有料放送（契約により、その放送を受信することのできる受信設備を設置

し、当該受信設備による受信に関し料金を支払う者によつて受信されることを目的とし

、当該受信設備によらなければ受信することができないようにして行われる放送をいう

。以下同じ。）を行う放送事業者（以下「有料放送事業者」という。）は、基幹放送を

契約の対象とする有料放送（以下「有料基幹放送」という。）の役務を国内受信者（有

料放送事業者との間に国内に設置する受信設備により有料放送の役務の提供を受ける契

約を締結する者をいう。以下同じ。）に提供する場合には、当該有料基幹放送の役務に

関する料金その他の提供条件について契約約款（以下「有料基幹放送契約約款」という

。）を定め、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。当該有料基幹放送契

約約款を変更しようとするときも、同様とする。 

２・３ （略） 


